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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に第１の半導体発光素子が搭載された第１の金属部材と、
　上面に第２の半導体発光素子が搭載された第２の金属部材と、
　前記第１の半導体発光素子および前記第２の半導体発光素子からの光を取り出すことが
可能な窓部を上面に有する樹脂パッケージとを有する発光装置であって、
　前記第２の金属部材は、その周縁部が第２の半導体発光素子が搭載された領域である中
央部よりも膜厚が薄く、前記第２の半導体発光素子が搭載された領域の裏面が、前記樹脂
パッケージから露出しており、
　前記第１の金属部材は、その裏面が前記周縁部の上面と対向していることを特徴とする
発光装置。
【請求項２】
　前記第１の半導体発光素子と前記第２の半導体発光素子とは、異なる波長を発光する請
求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記薄膜の周縁部は、角部に切欠を有しており、前記樹脂パッケージは、その裏面であ
って、少なくとも１つの前記角部の切欠に対応する位置に、凹部を有する請求項１又は２
に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記薄膜状の周縁部には、角部以外の一部において、薄膜状の周縁部よりもさらに膜厚
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が薄い極薄部が形成されており、該極薄部の側面に側方に突出する突起を有する請求項１
～３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記樹脂パッケージから露出した第２の金属部材は、裏面からの平面視において、角部
に切欠を有する突出部を有している請求項１～４のいずれか１つに記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関し、より詳細には、発光ダイオード等の発光素子を使用した発
光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、半導体発光素子を用いた情報末端機器は、光プリンタなどとして重要な位置を占
めている。特に、ＲＧＢ（赤色系、緑色系、青色系）がそれぞれ高輝度に発光可能な導体
発光素子が開発されたことに伴い、フルカラー化が可能となった。
　たとえば、赤色系ＬＥＤ、緑色系ＬＥＤおよび青色系ＬＥＤをそれぞれ実装したリード
フレームを一定間隔をあけて絶縁するように保持してなる発光装置が知られている。
　しかし、このような発光装置は、各リードフレームが接触しないよう、離間させなけれ
ばならないことから、各素子が離れて配置されることになり、このため光の混色性が悪く
なるという問題がある。
【０００３】
　これに対し、赤色系ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤに個別に電圧を印加するため
に、それぞれ独立したリードフレームを互いに絶縁し、それらリードフレームのうちのひ
とつに、赤色系ＬＥＤの底面に形成された電極、緑色ＬＥＤおよび青色ＬＥＤ双方の底面
に形成された絶縁性基板が接するように載置された発光装置が提案されている（例えば、
特許文献１）。この発光装置では、このような構成により、小型化を図りながら各色の光
の混色性を向上させている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１７７５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、駆動速度の高速化、発光素子の高輝度化や長時間使用時など、より厳しい環境
下において、上記のような半導体発光素子を利用した光源部を駆動させると、発光素子自
体の駆動に伴う発熱により、発光素子から放出される発光波長がずれる。特に、波長の変
動幅の大きい発光素子と熱源となり得るような発熱量の大きい発光素子とを同一基材上、
同一層上に近接して載置すると、昇温に伴って色バランスが崩れる。このような色バラン
スの崩れは、電気的／光学的特性を用いてセンシングするスキャナー、光プリンタ機器の
ように極わずかの特性変動によって、致命的な悪影響を招くこととなる。
【０００６】
　そこで、本発明は、色の混色性を向上させるとともに、色バランスの不均一化を最小限
に止めることができる高品質な発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の発光装置は、上面に第１の半導体発光素子が搭載された第１の金属部材と、
　上面に第２の半導体発光素子が搭載され第２の金属部材と、
　前記第１の半導体発光素子および前記第２の半導体発光素子からの光を取り出すことが
可能な窓部を上面に有する樹脂パッケージと、を有する発光装置であって、
　前記第２の金属部材は、その周縁部が中央部よりも膜厚（「板厚」ともいう、以下同じ
）が薄く、前記第２の半導体発光素子が搭載された領域の裏面が、前記樹脂パッケージか
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ら露出しており、
　前記第１の金属部材は、その裏面が前記周縁部の上面と対向していることを特徴とする
。
　この発光装置においては、前記第１の半導体発光素子と前記第２の半導体発光素子とは
、異なる波長を発光することが好ましい。
　また、前記第２の金属部材は、その裏面が前記樹脂パッケージの裏面から露出している
ことが好ましい。
　さらに、前記薄膜（「薄板」ともいう、以下同じ）の周縁部は、角部に切欠を有してお
り、前記樹脂パッケージは、その裏面であって、少なくとも１つの前記角部の切欠に対応
する位置に、凹部を有することが好ましい。
　また、前記薄膜状の周縁部には、角部以外の一部において、薄膜状（「薄板状」ともい
う、以下同じ）の周縁部よりもさらに膜厚が薄い極薄部が形成されており、該極薄膜部の
側面に側方に突出する突起を有することが好ましい。
　さらに、前記樹脂パッケージから露出した第２の金属部材は、裏面からの平面視におい
て、角部に切欠を有する突出部を有していることが好ましい。                        
                                            
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、２つの発光素子を異なる部材上に載置することができるとともに、そ
れらの距離を最小限とすることにより、長時間使用時などのより厳しい環境下においても
、駆動速度の高速化及び発光素子の高輝度化の要求を満足させながら、色バランスの不均
一化を防止し、色の混色性を向上させることができる高品質の発光装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の発光装置は、主として、第１及び第２の半導体発光素子（以下、単に「発光素
子」を記す場合がある）と、これら発光素子を載置する第１及び第２の金属部材と、樹脂
パッケージとから構成される。
【００１０】
（半導体発光素子）
　発光素子は、半導体からなるものであればよいが、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる
素子が好ましい。例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ
、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、III-V族化合物半導体、II-VI族化合物半導体等、種
々の半導体によって、活性層を含む積層構造が形成され、一対の電極を有するものが挙げ
られる。電極は、対向する面に正および負の電極がそれぞれ形成されたものであってもよ
く、同一面側に正および負の電極がともに形成されていてもよい。この場合の正および負
の電極は、必ずしも１つずつ形成されていなくてもよく、それぞれ２つ以上形成されてい
てもよい。
【００１１】
　本発明の発光装置では、少なくとも第１及び第２の発光素子が搭載されている。これら
の２つの発光素子は、同じ種類のものが２つ搭載されていてもよいが、発熱量の異なるも
のであることが好ましい。発熱量の差異は特に限定されないが、通常、上述した半導体材
料の種類に起因する発熱量の差異とすることができる。また、発熱量の異なる２種類の発
光素子は、活性層から照射される光の波長が異なるものと言い換えることができる。両者
の発熱量の差異の程度は特に限定されるものではなく、例えば、赤色系の発光素子と、緑
色系又は青色系の発光素子との間の差異を例示することができる。また、２つの発光素子
のみでなく、３つ以上の発光素子が搭載されているものであってもよい。この場合、２種
類の異なる発熱量又は波長の発光素子でもよいし、３種以上の異なる発熱量又は波長の発
光素子でもよい。
【００１２】
　この発光素子は、後述する金属部材に搭載される。発光素子を金属部材に搭載するため
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には、接合部材が用いられる。例えば、青又は緑発光を有し、サファイア基板上に窒化物
半導体を成長させた発光素子の場合には、エポキシ樹脂、シリコーン等の樹脂部材を用い
ることができる。また、発光素子からの光や熱による樹脂部材の劣化を考慮して、発光素
子裏面にＡｌメッキをしてもよい。また、接合部材として樹脂を使用せず、Ａｕ－Ｓｎ共
晶などの半田、低融点金属等のろう材を用いてもよい。さらに、ＧａＡｓ等からなり、赤
色発光を有する発光素子のように、両面に電極が形成された発光素子の場合には、銀、金
、パラジウムなどの導電性ペースト等によってダイボンディングしてもよい。
　また、この発光素子は、通常、後述する金属部材とワイヤによって電気的に接続されて
いる。ワイヤは、発光素子の電極とのオーミック性が良好であるか、機械的接続性が良好
であるか、電気伝導性及び熱伝導性が良好なものであることが好ましい。熱伝導率として
は、０．０１ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上が好ましく、さらに０．５ｃａｌ／
Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上がより好ましい。作業性などを考慮すると、ワイヤの直径
は、１０μｍ～４５μｍ程度であることが好ましい。このようなワイヤの材料としては、
例えば、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金が挙げられる。なかでも
、接合信頼性、接合後の応力緩和等の観点から、金が好ましい。
【００１３】
　（金属部材）
　金属部材は、通常、発光素子と電気的に接続するための電極及び／又は発光素子を搭載
する基台としての役割を果たすものであり、特に、第１の金属部材は、主として、電極及
び基台としての役割を果たし、第２の金属部材は、主として基台の役割を果たす。なお、
本発明においては、第１及び第２の金属部材以外に、１又は２以上のさらなる金属部材が
設けられていてもよい。このような金属部材には、上述したように、２種類の異なる発光
素子と同じ又は異なる種類の発光素子が、１個以上、搭載されていてもよい。
【００１４】
　金属部材は、実質的に板状であればよく、波形板状、凹凸を有する板状であってもよい
。その膜厚は均一であってもよいし、部分的に厚膜（「厚板」ともいう、以下同じ）又は
薄膜（「薄板」ともいう、以下同じ）であってもよい。材料は特に限定されず、熱伝導率
の比較的大きな材料（例えば、２００Ｗ／（ｍ・Ｋ）程度以上）、比較的大きい機械的強
度を有するもの、あるいは打ち抜きプレス加工又はエッチング加工等が容易な材料で形成
することが好ましい。このような材料で形成することにより、発光素子で発生する熱を効
率的に逃がすことができる。具体的には、銅、アルミニウム、金、銀、タングステン、鉄
、ニッケル等の金属又は鉄－ニッケル合金、燐青銅等の合金等が挙げられる。また、金属
部材の表面には、搭載される発光素子からの光を効率よく取り出すために反射メッキが施
されていることが好ましい。
【００１５】
　特に、第２の金属部材は、その中央部よりも周縁部において薄膜であることが好ましい
（以下、薄膜となった周縁部を、「薄膜の周縁部」と記す）。薄膜の周縁部とは、第２の
金属部材の一部又は全部であってもよいし、１ヶ所のみであってもよいし、複数ヶ所にあ
ってもよい。なお、この薄膜の周縁部は、断面形状を見た場合、側面に凸部が形成されて
いるとも言い換えることができる。第２の金属部材の薄膜の周縁部は、その全てが同じ膜
厚でなくてもよく、その中央部よりも薄ければ、複数の膜厚又は不均一な膜厚に設定され
ていてもよい。このような膜厚が異なる部位は、段階的に異なっていてもよいし、傾斜的
に異なっていてもよい。また、特定の部位のみに、より薄膜の部位を設けてもよい。薄膜
状の周縁部は、第２の金属部材の表面側及び／又は裏面側において薄くなっていてもよい
し、部分的に表面側が、部分的に裏面側が薄くなっていてもよいが、表裏面側の双方にお
いて部分的又は全体的に薄くなっていることが好ましい。第２の金属部材は、例えば、最
も厚膜（厚い）部分（中央部）で０．３ｍｍ～２ｍｍ程度、最も薄膜（薄い）部分（薄膜
の周縁部）で０．０５ｍｍ～０．２ｍｍ程度であることが適している。この範囲の薄さと
することにより、後述するように、第１の金属部材とオーバーラップする場合に、厚み方
向の長さを最小限にとどめることができるとともに、第２金属部材に十分な放熱効果を発



(5) JP 5071069 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

揮させることができる。薄膜状の周縁部の幅は、特に限定されるものではないが、例えば
、総長さ４．９５ｍｍ程度以下であることが適している。このような薄膜状の周縁部を有
していることにより、平面積を確保することにより、放熱効果を十分に維持したまま、後
述するように、他の金属部材、例えば、第１の金属部材とこの薄膜の周縁部とをオーバー
ラップさせて、第１及び第２の金属部材上に載置されている発光素子同士の距離を所定の
距離又は最小限の距離で配置することができ、色バラツキを低減することができる。しか
も、他の金属部材とオーバーラップさせても、厚みを最小限に止めることができ、より小
型化を実現することができる。
【００１６】
　なお、図２（ａ）～（ｃ）に示すように、薄膜の周縁部１２ａが第２の金属部材１２の
全周囲に存在する場合には、第２の金属部材１２自体の形状にかかわらず、第２の金属部
材１２の薄膜状の周縁部１２ａの角部が切欠かれた形状（切欠：１２ｄ）となっているこ
とが好ましい。いいかえると、平面視における薄膜状の周縁部１２ａの角部は、その幅が
、その辺部と同等かそれよりも小さくなるように形成されているか、その角部に窪みが形
成されていることが好ましい。この切欠１２ｄは、平面視における薄膜状の周縁部１２ａ
の角部全体が（例えば、幅方向に）切欠かれているよりは、一部のみが切欠かれているこ
とが好ましい。この切欠１２ｄの形状は、段階的に切欠かれた形状、直線的に切欠かれた
形状、正方形、ひし形、多角形の一部で角状に欠かれたような形状であってもよいが、円
、楕円、放物線の一部で丸く欠かれたような曲面からなる傾斜的な形状であることが好ま
しい（図２(ａ）の１２ｄ参照）。このような角部の切欠は、第２の金属部材が後述する
樹脂パッケージ内に埋め込まれる場合に、第２の金属部材の樹脂パッケージ内でのずれを
防止するために利用することができ、適所に第２の金属部材を配置することを可能にする
。
【００１７】
　また、第２の金属部材は、薄膜状の周縁部であって、角部以外の一部において、薄膜状
の周縁部よりもさらに薄い極薄部が形成されていることが好ましい。この極薄部は、角部
以外の全部に形成されていてもよいし、1ヶ所のみ、２ヶ所以上形成されていてもよい。
平面視において、第２の金属部材の対向する辺に、対称に形成されていることが好ましい
。また、極薄部は、平面視において、第２の金属部材の薄膜状の周縁部の全幅方向（図２
(ａ）中、矢印Ｘの方向）に形成されていなくてもよい。これにより、第２金属部材の上
面に搭載される第２の発光素子の熱引き効率を妨げることなく発光装置全体の一体性を高
めることができる。この極薄部は、例えば、０．３ｍｍ程度以下の膜厚（厚さ）、好まし
くは０．２８ｍｍ程度以下の膜厚（厚さ）、幅（図２(ａ)中、矢印Ｘの方向）１．０ｍｍ
程度以下、好ましくは０．８ｍｍ程度以下であることが適当である。なお、この極薄部は
、薄膜状の周縁部の表面側及び／又は裏面側において薄くなっていてもよいが、部分的に
裏面側が薄くなっていることが好ましい。
【００１８】
　極薄部の側方には、さらに突起が形成されていてもよい。この突起は、第２の金属部材
の極薄部における側面に形成されているものであり、通常、この極薄部よりもさらに膜厚
が薄い。この突起は、通常、極薄部を形成する場合のバリとして、例えば、上側又は下側
からのプレスによるバリとして形成されるが、これにより、樹脂パッケージ内において、
樹脂パッケージに食い込むことにより、樹脂パッケージと第２の金属部材の密着性を確実
にすることができる。
【００１９】
　第２の金属部材は、その裏面が、後述する樹脂パッケージから露出するように配置され
ている。ここで、裏面とは、発光素子が載置された面と対向する側の面を指す。これによ
り、第２の金属部材の放熱効果を向上させることができる。樹脂パッケージの裏面から露
出した第２の金属部材の裏面は、第２の金属部材の最も厚膜（厚板）の部分と、薄膜（薄
板）状の周縁部とを併せた平面形状から、極薄部の平面形状を差し引いた形状をしており
、平面形状において、その角部には、上述した切欠に相当する形状の突出部（図１（ｃ）
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中、１２ｃ参照）を有している。この突出部の形状は、特に限定されるものではなく、一
部において切欠を有する三角形、四角形、多角形、円又は扇形及び銀杏葉形状等、ならび
にこれに近似する形状及びこれらの一部が変形した形状など、種々の形状とすることがで
きる。このように突出部を有していることにより、樹脂パッケージ裏面のこの部位への半
田付け、熱引き部材の接続などを良好にすることができる。
【００２０】
　なお、第２の金属部材は、上記を満たす形状であれば、その形状については特に限定さ
れないが、通常、薄膜状の周縁部、極薄部、角部の突出部、切欠などを考慮しない基本形
状は、多角形、さらに四角形又はそれに近似する形状であることが好ましい。このような
形状にすることにより、同面積で効率的な放熱効果を発揮させることができる。
【００２１】
　このような第２の金属部材は、その一部が第１の金属部材とオーバーラップするように
、後述する樹脂パッケージによって固定されている。つまり、第１の金属部材と樹脂パッ
ケージを介して近傍に設けられる薄膜状の周縁部の上面が、第１の金属部材の裏面と対向
している。これにより、厚さ方向の長さを増大させることなく、第２の金属部材上に載置
した第２の発光素子と、第１の金属部材上に載置した第１の発光素子との距離をできるだ
け短く配置することができる。例えば、第１の金属部材の端部から、表面に第２の発光素
子を載置される第２の金属部材の端部までの距離は、０．５ｍｍ～２ｍｍ程度が挙げられ
る。
【００２２】
　通常、金属部材は、発光素子を搭載し、発光素子と接続される領域の他に、外部と接続
するリード端子として延長する領域を有している。リード端子は、本発明の発光装置の実
装タイプ（例えば、サイドビュータイプ、トップビュータイプなどの表面実装型（ＳＭＤ
）、リード端子を基板などに挿入して用いる挿入型等）、使用態様に応じて、適宜屈曲、
変形させることができる。
　また、金属部材、例えば、第１の金属部材及び／又は他の金属部材は、発光素子を載置
する領域、電気的な接続を行う領域以外に、放熱効率を向上させるために、拡張／幅広部
が形成されていてもよい。この場合、拡張／幅広部は、樹脂パッケージ外に及んでいるこ
とが好ましい。また、この拡張／幅広部は、樹脂パッケージの外表面に沿って屈曲、変形
等されていてもよい。
【００２３】
（樹脂パッケージ）
　本発明の発光装置は、少なくとも、第１及び第２の金属部材が樹脂パッケージにより固
定されている。この樹脂パッケージは、複数の金属部材を一体的に又は塊状に、成形、固
定、封止又は被覆するものであればよく、一般に、金属部材を固定する成形／固定樹脂と
、発光素子及びワイヤ等を被覆する封止／被覆樹脂とによって構成される。いずれの場合
においても、材料としての樹脂は、発光素子等に対して、絶縁性を確保することができる
ものであれば、どのような材料でもよい。例えば、成形／固定樹脂としては、ポリフタル
アミド（ＰＰＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、液
晶ポリマー（ＬＣＰ）、ＡＢＳ樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、Ｐ
ＢＴ樹脂等の樹脂等が挙げられる。なかでも、乳白色の樹脂など、遮光性を有する材料で
あることが好ましい。また、封止／被覆樹脂としては、シリコーン樹脂、ユリア樹脂等の
耐候性に優れた透光性の樹脂を用いてもよい。ここで、透光性とは、発光素子から出射さ
れた光を７０％程度以上、８０％程度以上、９０％程度以上、９５％程度以上透過させる
性質を意味する。
　成形／固定樹脂と封止／被覆樹脂との組み合わせてにおいては、発光素子等から生じた
熱の影響を受けた場合の両者の密着性等を考慮して、互いに熱膨張係数の差が小さいもの
を選択することが好ましい。
【００２４】
　また、これらの材料には、着色剤として、種々の染料又は顔料等を混合して用いてもよ
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い。例えば、Ｃｒ2Ｏ3、ＭｎＯ2、Ｆｅ2Ｏ3、カーボンブラック等が挙げられる。
　さらに、これらの材料には、拡散剤又は蛍光物質を含有させてもよい。拡散剤は、光を
拡散させるものであり、発光素子からの指向性を緩和させ、視野角を増大させることがで
きる。蛍光物質は、発光素子からの光を変換させるものであり、発光素子から樹脂パッケ
ージの外部へ出射される光の波長を変換することができる。発光素子からの光がエネルギ
ーの高い短波長の可視光の場合、有機蛍光物質であるペリレン系誘導体、ＺｎＣｄＳ：Ｃ
ｕ、ＹＡＧ：Ｃｅ、Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ

2などの無機蛍光物質など、種々好適に用いられる。
【００２５】
　樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）では、その大きさ及び形状は特に限定されるもので
はなく、例えば、円柱、楕円柱、球、卵形、三角柱、四角柱、多角柱又はこれらに近似す
る形状等どのような形状でもよいが、発光素子が配置する領域において金属部材が露出す
るように、あるいは、発光素子からの光を取り出すことができる領域に窓部が形成されて
いることが好ましい。また、これらの領域において、集光のためのレンズが一体形成され
ていてもよい。窓部の大きさ及び形状は、本発明の発光装置に搭載される発光素子の合計
の占有面積よりも大きければ、特に限定されるものではない。
　樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）の窓部内の底面及び／又は壁部は、基板及び金属部
材と連続した材料であってもよく、電気的接続または放熱経路を形成するため、金属部材
の一部が露出していてもよい。樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）の窓部の内側には発光
素子からの光を反射する反射材料が設けられていてもよく、窓部を封止／被覆する樹脂は
、集光のためにリフレクタ形状に形成されていてもよい。
【００２６】
　この樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）は、上述したように、その裏面において、第２
の金属部材を露出させており、この第２の金属部材の一部に接触するように、凹部が形成
されている。通常、樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）は、金属部材（好ましくは、複数
）がインサートされて閉じられた金型内に、所定の箇所に形成されたゲートから、溶融し
た上記材料を流し込み、硬化させることにより、金属部材と一体的に形成される。この場
合、成形／固定樹脂による樹脂パッケージを金型から取り出したときに第２の金属部材の
一部が裏面において露出するように、第２の金属部材を金型内の所定の位置に配置し、樹
脂の流し込みによっても位置ずれを起こさないように固定する必要があり、このような目
的のために、金型の一部に（例えば、薄膜の周縁部の角部の切欠に対応する位置に）、位
置決めのためのピン部材を挿入し、固定する孔が形成されている。本発明の発光装置の樹
脂パッケージ（成形／固定樹脂）においては、このようなピン部材を抜き取った際に、例
えば、薄膜の周縁部の角部の切欠に対応する位置に、このようなピン部材の挿入に起因す
る凹部が形成されている。このような凹部が形成されることにより、例えば、本発明の発
光装置を実装基板に実装し、裏面の第２の金属部材の露出部を半田などで固定する際に、
余剰の半田等を逃がす空間を確保することができることとなる。
【００２７】
　本発明の発光装置には、所定の発光素子の他、保護素子が搭載されていてもよい。保護
素子は、１つでもよいし、２つ以上の複数個でもよい。ここで、保護素子は、特に限定さ
れるものではなく、発光装置に搭載される公知のもののいずれでもよい。例えば、過熱、
過電圧、過電流等に対する保護回路用の素子（例えば、静電保護素子）等が挙げられる。
具体的には、ツェナーダイオード、トランジスタダイオード等が利用できる。
　さらに、本発明の発光装置は、発光装置の一部として又は樹脂パッケージ（成形／固定
樹脂）表面に付属するように、例えば、発光素子の光の出射部（例えば、発光素子の上方
）に、プラスチック又は硝子からなるレンズ等が備えられていてもよい。また、発光素子
からの光の取り出しを効率的に行うために、反射部材光拡散部材等が備えられていてもよ
く、光量を調整するための反射防止部材等種々の部材が備えられていてもよい。
【００２８】
　以下に、本発明の発光装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
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　実施例１
　この実施例の発光装置１０は、図１（ａ）～（ｃ）に示したように、サイドビュータイ
プの発光装置であって、第１の金属部材１１ａと、第２の金属部材１２と、端子として機
能する他の金属部材１１ｂ～１１ｄが、樹脂パッケージ（成形／固定樹脂）１５に固定さ
れ、これら金属部材１１ａ～１１ｄの他端が、樹脂パッケージ１５の一面において突出し
て構成されている。
　樹脂パッケージ１５は、例えば、ＰＢＴ、ＰＰＡ等、従来から用いられている樹脂パッ
ケージ材料によって形成されており、その基本形状は、例えば、１０ｍｍ×１４．５ｍｍ
×１．５ｍｍの大きさの略直方体である。また、その一面に、後述する発光素子から出射
される光を取り出すための窓部１５ａが形成されている。
【００２９】
　第１の金属部材１１ａ上には、比較的発熱量の小さい３つの発光素子１３が載置されて
いる。この発光素子１３は、主波長が約６３０ｎｍの赤色発光を有するＡｌＩｎＧａＰ／
ＧａＡｓ半導体によって形成されている。この発光素子１３は、例えば、銀ペーストによ
って、第１の金属部材１１ａ上にダイボンディングされている。なお、これら発光素子１
３の間隔は、０．６ｍｍ程度に設定されている。また、この第１の金属部材は、他の金属
部材よりも幅が広く設定させている。
【００３０】
　第２の金属部材（サイズ：２．１ｍｍ×１．２ｍｍ）１２上には、平面視、略長方形の
形状をしており、比較的発熱量の大きな２つの発光素子１４が載置されている。このよう
な発光素子１４は、例えば、サファイア基板上にｎ型ＧａＮよりなるｎ型コンタクト層と
、ｎ型ＡｌＧａＮよりなるｎ型クラッド層と、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、Ａ
ｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体からなる発光層と、ｐ型ＡｌＧａＮ又はＩｎ
ＧａＮよりなるｐ型クラッド層と、ｐ型ＧａＮよりなるｐ型コンタクト層とが順次に積層
されて、主波長が約４７０ｎｍの青色発光を有するＩｎＧａＮ半導体又は主波長が約５２
５ｎｍの緑色発光を有するＩｎＧａＮ半導体によって形成されている。この発光素子１４
は、例えば、エポキシ樹脂を用いてダイボンディングされている。なお、これら発光素子
１４の間隔は、１．０５ｍｍ程度に設定されている。
【００３１】
　また、他の金属部材として、発光素子１３、１４の一方の電極に電気的に接続される金
属部材１１ｂと、発光素子１４の他方の電極にそれぞれ電気的に接続される金属部材１１
ｃ、１１ｄとが、樹脂パッケージ１５によって、ともに固定されている。金属部材と電極
との接続は、例えば、直径１０μｍ程度の金線からなるワイヤによって行われている。
　第１の金属部材１１ａ及び他の金属部材１１ｂ～１１ｄは、例えば、０．１５ｍｍ厚、
第２の金属部材１２は、例えば、０．８５ｍｍ厚の銀メッキ銅板を、プレスを用いた打ち
抜き加工により形成されたものである。なお、任意に、プレス後にめっきを行ってもよい
。また、第２の金属部材１２において、後述する薄膜の周縁部１２ａは、プレス加工し、
極薄部１２ｅ及び突起１２ｂは、第２の金属部材１２の裏面側からのプレスによって、形
成することができる。
【００３２】
　特に、第２の金属部材１２は、図２（ａ）～（ｃ）に示したように、その全周縁部にお
いて、その中央部よりも膜厚が薄い、薄膜状の周縁部１２ａを有している。この薄膜状の
周縁部１２ａは、上面側の高さが小さくなるように形成されており、例えば、その高さが
０．４ｍｍ程度、幅（図２（ａ）中、矢印Ｘ）が０．２ｍｍ程度である。
　また、第２の金属部材１２は、平面形状において、薄膜状の周縁部１２ａの角部が面取
りされたような形状の切欠１２ｄを有している。
　角部以外の周縁部１２ａの一部に、この周縁部１２ａよりもさらに膜厚が薄い極薄部１
２ｅが形成されている。この極薄部１２ｅの膜厚（高さ）は、例えば、０．２ｍｍ程度で
あり、下面側の高さが小さくなるように形成されている。この極薄部１２ｅの幅（図２（
ａ）中、矢印Ｘ方向の長さ）は、０．２ｍｍ程度である。また、極薄部１２ｅは、その側
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方に突出する突起１２ｂを有している。この突起１２ｂは、極薄部１２ｅが配置する部位
の略全側方に形成されている。この突起１２ｂの側方への突出長さ（図２（ａ）中、矢印
Ｘ方向の長さ）は０．１５ｍｍ程度、厚み（高さ）は０．１５ｍｍ程度である。
【００３３】
　この第２の金属部材１２の裏面は、図１（ｃ）に示すように、樹脂パッケージ１５の裏
面から露出している。第２の金属部材１２の露出形状（裏面からの平面視において）は、
上述したように、第２の金属部材１２の上面側から高さが小さくなる薄膜状の周縁部１２
ａと、その角部の切欠１２ｄと、第２の金属部材１２の下面側から高さが小さくなる極薄
部１２ｅとの形状に起因して、基本形状が略長方形であるが、その４つの角部に、面取り
様の切欠１２ｄを有する銀杏葉様の突出部１２ｃを有する形状となっている。
【００３４】
　樹脂パッケージ１５内では、図１（ｂ）に示すように、第２の金属部材１２の薄膜状の
周縁部１２ａの上面に、第１の金属部材１１ａの一部の裏面が、オーバーラップするよう
に、対向して配置されている。
　さらに、樹脂パッケージ１５における第２の金属部材１２の露出面には、第２の金属部
材１２の４つの角部の切欠１２ｄに対応する位置に、切欠１２ｄの側面の一部が露出する
凹部１６を有している。この凹部１６は、例えば、直径０．６ｍｍ程度の円形で、深さが
０．５ｍｍ～０．８ｍｍ程度である。
【００３５】
　樹脂パッケージ１５は、第１、第２、その他の金属部材１１ａ～１１ｄ、１２がインサ
ートされて閉じられた金型内に、下面に形成されたゲートから、溶融した樹脂材料を流し
込み、硬化させることにより、金属部材と一体的に形成される。この場合、第２の金属部
材１２を、上述した位置に収めるために、金型の所定の位置にピンを挿入する孔が形成さ
れており、その孔からピンを差し込み、ピンを、第２の金属部材１２の突出部１２ｃに形
成された切欠１２ｄに当接させ、固定する。樹脂材料を流し込み、樹脂材料を硬化後成形
部材をから離型する際、ピンを抜き取る。この際、樹脂パッケージ１５の裏面に、ピンの
抜き取りに起因する凹部１６が形成される。
　このような樹脂パッケージ１５には、図示しないが、金属部材のいずれかに、保護素子
が搭載されている。
　また、発光素子１３、１４が搭載された樹脂パッケージ１５の窓部１５ａ内には、エポ
キシ樹脂からなる透光性被覆材が充填され、硬化されている。
【００３６】
　このような構成の発光装置によれば、発熱量が異なる２種類の発光素子を、２つの分離
された金属部材に載置するために、発熱量の大きな発光素子の熱が、発熱量の小さな発光
素子に直接影響を及ぼすことなく、両者の発光波長をずらすことなく、色バランスを長時
間にわたって維持することができる。
　第２の金属部材の周縁部を薄膜状にすることにより、第１の金属部材の一部をその薄膜
状の周縁部にオーバーラップさせることができ、第２の金属部材について放熱を十分に行
うことができる平面積を確保しながら、第１の金属部材と第２の金属部材との距離を短く
し、ひいては、それらの上に載置された発光素子間の距離を最小限にすることができ、色
バランスのずれを防止することができる。
【００３７】
　また、第２の金属部材の一面が樹脂パッケージの裏面側において露出しているために、
より放熱効果を向上させることができる。
　さらに、第２の金属部材の薄膜状の周縁部の角部に切欠を有しているため、樹脂パッケ
ージをモールドする際に、切欠の形状を利用して、つまり、この形状に当接するピン等を
用いて、第２の金属部材の位置ずれを防止することができ、適所に第２の金属部材を配置
することが可能となる。
【００３８】
　樹脂パッケージから露出した第２の金属部材の角部に、裏面からの平面視において、角
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部に対向する部位に切欠を有する突出部が形成されていることにより、より広範囲の面積
で半田等と接合することが可能となり、良好な接合／接続を可能にする。
　樹脂パッケージの裏面においては、上述した、樹脂のモールド時に利用したピンに起因
して、切欠に対応する位置に凹部が形成されることにより、露出した第２の金属部材を半
田等により実装基板等に実装する際に、余剰の半田等の逃げ空間を確保することができ、
適切な実装／接続を実現することができる。
【００３９】
　第２の金属部材の薄膜状の周縁部の角部以外の一部において、さらに厚みが薄い極薄部
が形成されることにより、第２の金属部材の厚み方向の位置ずれ防止の効果を妨げること
なく、樹脂パッケージの厚み方向と第２の金属部材との密着性を高めることができる。
　また、この極薄部の側方に、突起を有することにより、樹脂パッケージ内において樹脂
パッケージに食い込むことにより、樹脂パッケージからの幅方向と第２の金属部材との密
着性を確実にすることができる。
【００４０】
　実施例２
　この発光装置２０は、図３（ａ）～（ｃ）に示したように、トップビュータイプの表面
実装型発光装置であって、第１の金属部材２１ａと、第２の金属部材２２と、端子として
機能する他の金属部材２１ｂ～２１ｄが、樹脂パッケージ２５に固定され、これら金属部
材２１ａ～２１ｄの他端が、樹脂パッケージ２５の側面から突出し、屈曲して外部端子と
機能するように構成されている以外、実質的に、実施例１の発光装置と略同様の構成を有
している。
　この発光装置２０では、樹脂パッケージ２５裏面において、第２の金属部材２２の切欠
に対応して配置された凹部２６が対角線状に２つのみ形成されている。
　このような構成の発光装置は、実質的に実施例１の発光装置と同様の効果を有する。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　照明用光源、各種インジケーター用光源、車載用光源、ディスプレイ用光源、液晶のバ
ックライト用光源などに使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の発光装置の一実施形態を示す平面図、断面図、背面図である。
【図２】図１の発光装置の第２の金属部材を説明するための平面図、底面図、右側面図で
ある。
【図３】本発明の発光装置の別の実施形態を示す平面図、断面図、背面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０、２０　発光装置
　１１ａ　第１の金属部材
　１１ｂ、１１ｃ、１１ｄ　金属部材
　１２　第２の金属部材
　１２ａ　薄膜の周縁部
　１２ｂ　突起
　１２ｃ　突出部
　１２ｄ　切欠
　１２ｅ　極薄部
　１３、２３　第１の半導体発光素子
　１４、２４　第２の半導体発光素子
　１５、２５　樹脂パッケージ
　１５ａ、２５ａ　窓部
　１６、２６　凹部
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